
平成 年 月 日 水曜日

山
に
改別

別
表

山 口 県

山
山

報

○
規山山山 毎

（号 外 ）

基

科
学
的
思
考
の
基
盤

文

山
口
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則

口
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則
（
昭

正
す
る
。

表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
（
第
六
条
関
係
）

教

育

内

容

生

規

口
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則
の
一

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

口
県
規
則
第
二
十
二
号

目

次

則口
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則
の
一
部

口
県
立
萩
看
護
学
校
学
則
の
一
部
を

口
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条

週
火
・
金
曜
日
発
行

章

表

現

一

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
四
十
六
年
山
口
県
規
則
第
二

科

目

単
位
数

活

科

学

一

則

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

山
口
県
知

を
改
正
す
る
規
則
（
医
務
保
険
課
）
…

改
正
す
る
規
則
（
医
務
保
険
課
）
…
…

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

公
布
す
る
。

事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

（
障
害
者
支
援
課
）
…
…
…
…
四

平 成 年
月 日

（水曜日）

分 野

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制

小

基

礎

看

護

門 専

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復

促
進

分 礎 基

小

人
体
の
構
造
と
機

門 専 野 分 礎

人
間
と
生
活
・
社
会
の
理

援
助
技
術
）

一

基
礎
看
護
技
術

（
診
療

に
伴
う
看
護
技
術
１
）

一

度

関

係

法

規

一

社

会

福

祉

一

計

一
五

基
礎
看
護
学
概
論

一

基
礎
看
護
技
術

（
共
通

技
術
）

一

基
礎
看
護
技
術

（
看
護

過
程
）

一

学

基
礎
看
護
技
術

（
生
活

疾
病
論

（
呼
吸
・
循

環
・
消
化
器
疾
患
）

一

の

疾
病
論

（
脳
神
経
・
運

動
器
・
血
液
疾
患
）

一

疾
病
論

（
小
児
・
母

性
・
泌
尿
器
疾
患
）

一

治
療
論

（
薬
理
学
）

一

治
療
論

（
麻
酔
学
・
理

学
療
法
）

一

保

健

医

療

論

一

公

衆

衛

生

学

一

計

八

解

剖

学

一

生

理

学

一

能

運

動

生

理

学

一

生
化
学
・
栄
養
学

一

疾
病
論

（
病
理
学
）

一

疾
病
論

（
微
生
物
学
）

一

情

報

科

学

一

人

間

関

係

論

一

教

育

学

一

解

社

会

学

一

生

命

倫

理

一

英

語

一

一

規

則



平成 年 月 日 水曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

臨

地

実

習

小

野

母イ精神

精

神

看

護

学

精神看精成老

小

児

看

護

学

小術看小るの

分

母

母

性

看

護

学

母人 成ア護老

老

年

看

護

学

老齢老る小

門 専 野

基に基護

臨

地

実

習

基護

小

成成人あ

成

人

看

護

学

児
看
護
学
実
習

二

性
看
護
学
援
助
論

（
周
産
期
に
あ
る
人
の
ハ

リ
ス
ク
時
の
看
護
）

一

神
看
護
学
概
論

（
精

看
護
の
意
義
と
役
割
）

一

神
看
護
学
概
論

（
精

疾
患
・
検
査
・
治
療
と

護
）

一

神
看
護
学
援
助
論

一

人
看
護
学
実
習

二

年
看
護
学
実
習

二

児
看
護
学
援
助
論

（
外
来
診
療
・
入
院
・
手

を
必
要
と
す
る
小
児
の

護
）

一

児
看
護
学
援
助
論

（
自
己
管
理
を
必
要
と
す

小
児
・
終
末
期
の
小
児

看
護
）

一

性
看
護
学
概
論

一

性
看
護
学
援
助
論

（
正
常
な
周
産
期
に
あ
る

の
看
護
）

一

人
看
護
学
援
助
論

（
セ
ル
フ
ケ
ア
・
緩
和
ケ

を
必
要
と
す
る
人
の
看

）

一

年
看
護
学
概
論

一

年
看
護
学
援
助
論

（
手
術
療
法
を
受
け
る
高

者
の
看
護
）

一

年
看
護
学
援
助
論

（
自
己
管
理
を
必
要
と
す

高
齢
者
の
看
護
）

一

児
看
護
学
概
論

一

礎
看
護
技
術

（
診
療

伴
う
看
護
技
術
２
）

一

礎
看
護
学
実
習

（
看

診
断
実
習
）

礎
看
護
学
実
習

（
看

過
程
実
習
）

二

計

八

人
看
護
学
概
論

一

人
看
護
学
援
助
論

（
手
術
療
法
を
受
け
る

・
生
命
の
危
機
状
態
に

る
人
の
看
護
）

一

山
口
県
立
萩
看
護
学
校

学
生
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

に
よ
る
。

山
口
県
立
萩
看
護
学
校
学
則

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十

山
口
県
規
則
第
二
十
三
号

小

合附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
山
口
県
立
衛
生

野 分 合

看
護
の
統
合
と
実

臨

地

実

小

在

宅

看

護

統

学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

日
前
に
入
学
し
て
現
に
在
学
中
の

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

一
日

山
口

計

一
一

計

六
七

二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

看
護
学
院
学
則
の
規
定
は
、
こ
の

看
護
の
統
合
と
実
践

（
看
護
管
理
・
災
害
看

護
・
救
急
看
護
）

一

看
護
の
統
合
と
実
践

（
医
療
安
全
）

一

践

看
護
の
統
合
と
実
践

（
看
護
研
究
）

一

看
護
の
統
合
と
実
践

（
看
護
技
術
の
統
合
）

一

在
宅
看
護
論
実
習

二

習

看
護
の
統
合
と
実
践
実
習

二

母
性
看
護
学
実
習

二

精
神
看
護
学
実
習

二

計

二
五

在

宅

看

護

概

論

一

論

在
宅
看
護
援
助
論

（
在

宅
に
お
け
る
日
常
生
活
の

看
護
）

一

在
宅
看
護
援
助
論

（
在

宅
に
お
け
る
診
療
に
伴
う

看
護
）

一学
生
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

に
公
布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
入
学
す

二

例 る



平成 年 月 日 水曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

山
正
す第

り
、別

別
表礎

微薬 生病病臨環

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の

促
進

臨体機

基 門 専

臨感害

野 分

社

人
間
と
生
活
・
社
会
の
理
解

人英運

小

解

人
体
の
構
造
と
機
能

生

教

育

内

容

心生

科
学
的
思
考
の
基
盤

情情文

礎 基

文方

口
県
立
萩
看
護
学
校
学
則
（
平
成

る
。

九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
最
終

同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
る

表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
（
第
七
条
関
係
）

生

物

学

一

理

学

一

化

学

一

理
学
１
（
基
礎
）

一

理
学
２
（
各
論
）

一

床
医
学
１
（
呼
吸
・
循

・
運
動
機
能
障
害
）

一

床
医
学
２
（
代
謝
・
生

防
御
・
排
せ
つ
・
認
知

能
障
害
）

一

床
医
学
３
（
性
機
能
・

覚
機
能
・
栄
養
機
能
障

）

一

会

学

一

間

関

係

論

一

語

二

動

生

理

学

一

計

一
一

剖

学

一

理

学

一

科

目

単
位
数

理

学

一

命

倫

理

一

報
科
学
（
基
礎
）

一

報
科
学
（
応
用
）

一

学
１
（
文
学
と
看
護
）

一

学
２
（
文
章
の
書
き

）

一

六
年
山
口
県
規
則
第
百
二
十
五

学
校
の
卒
業
証
明
書
又
は
卒
業
見

。

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

込
証
明
書
そ
の
他
の
」
を
削

分

老

年

看

護

小

児

看

護

門

小

成

人

看

護

専

基

礎

看

護

野 分 門 専

臨

地

実

分

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制

野

小

況
に
応
じ
た
看
護
）

小
児
臨
床
看
護
論
２
（
健

康
障
害
）

一

体
防
御
・
肝
・
運
動
・
排

尿
機
能
障
害
・
終
末
期
・

が
ん
看
護
・
血
液
・
造
血

器
疾
患
患
者
の
看
護
）

一

老
年
看
護
学
概
論

一

学

老
年
看
護
援
助
論
１
（
加

齢
に
よ
る
生
活
変
化
）

一

老
年
看
護
援
助
論
２
（
治

療
・
症
状
別
看
護
）

一

小
児
看
護
学
概
論

一

学

小
児
臨
床
看
護
論
１
（
状

一

常
生
活
援
助
）

計

八

成
人
看
護
学
概
論

一

成
人
臨
床
看
護
論
１
（
循

環
・
呼
吸
・
栄
養
摂
取
・

侵
襲
的
治
療
と
ボ
デ
ィ
イ

メ
ー
ジ
の
変
化
・
看
護
過

程
）

一

学

成
人
臨
床
看
護
論
２
（
認

知
・
感
覚
・
代
謝
・
体
温

調
節
機
能
障
害
）

一

成
人
臨
床
看
護
論
３
（
生

基
礎
看
護
技
術
１
（
共
通

基
本
技
術
）

一

基
礎
看
護
技
術
２
（
日
常

生
活
援
助
技
術
）

一

学

基
礎
看
護
技
術
３
（
診
療

の
補
助
技
術
）

一

基
礎
看
護
技
術
４
（
看
護

過
程
）

一

臨
床
看
護
総
論
（
経
過
・

治
療
・
症
状
別
看
護
）

一

基
礎
看
護
学
実
習
１
（
生

活
環
境
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
）

習

基
礎
看
護
学
実
習
２
（
日

二

保

健

医

療

論

一

公

衆

衛

生

学

一

度

社

会

福

祉

一

関

係

法

規

一

計

一
四

看

護

学

概

論

一

三



平

１

成 年 月 日 水曜日

（
施

山 口 県 報 （号 外 ）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四

野

看在

臨

地

実

習

統

小

合附

則

行
期
日
）

在

宅

看

護

論

在宅践在護動看究護

分 合 統

看

看
護
の
統
合
と
実
践

看 成老

臨

地

実

習

小母精

小

在 母

母

性

看

護

学

母産母イ精的

精

神

看

護

学

精患護

野

精状
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

護
の
統
合
と
実
践
４

（
診
療
の
補
助
）

一

宅
看
護
論
実
習

二

合

実

習

二

計

一
一

計

七
〇

宅
看
護
援
助
論
１
（
在

看
護
技
術
・
看
護
実

）

一

宅
看
護
援
助
論
２
（
看

過
程
・
地
域
看
護
活

）

一

護
の
統
合
と
実
践
１

（
看
護
管
理
・
看
護
研

・
国
際
協
力
・
災
害
看

）

一

護
の
統
合
と
実
践
２

（
医
療
安
全
）

一

護
の
統
合
と
実
践
３

（
日
常
生
活
援
助
）

一

人
看
護
学
実
習

二

年
看
護
学
実
習

二

児
看
護
学
実
習

二

性
看
護
学
実
習

二

神
看
護
学
実
習

二

計

二
六

宅

看

護

概

論

一

性
看
護
学
概
論

一

性
臨
床
看
護
論
１
（
周

期
の
看
護
）

一

性
臨
床
看
護
論
２
（
ハ

リ
ス
ク
周
産
期
）

一

神
看
護
学
概
論
（
基
本

概
念
・
精
神
保
健
）

一

神
臨
床
看
護
論
１
（
疾

・
検
査
・
治
療
別
看

）

一

神
臨
床
看
護
論
２
（
症

別
看
護
）

一

「

、
は
さ
き
大
の
紙
用

考
備

工
本

日

「

心
に
後
み
込
申
の
入
加

注

き
大
の
紙
用

考
備

害
障
身

本
日
、
は

さ
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
表
を
次

工
「

者
入
転

の
ら

か
度
制
の
他

名
度
制

の
前
従

欄
載

記
の

「

者
入
転

の
ら

か
度
制
の
他

名
度
制

の
前
従

欄
載

記
の

印
認
確

受
、
し

養
扶

者
害

障
身
心

こ
、
た

ま
。
た
し
ま
し
領

。
た
し

制
済
共

の

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十

山
口
県
規
則
第
二
十
四
号

山
口
県
心
身
障
害
者
扶

山
口
県
心
身
障
害
者
扶
養
共

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

別
記
第
一
号
様
式
中

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
山
口
県
立
萩
看

学
す
る
学
生
に
つ
い
て
適
用

前
の
例
に
よ
る
。

山
口
県
心
身
障
害
者
扶
養
共

る
。

格
規
業

更
変
を
者

。
る
す
と
４
列

ん
せ

ま
き
で
は
と
こ
る
す

格
規
業

。
る

す
と

４
列

の
よ
う
に
改
め
る
。

済
共

号
番
入

加

号
番
入

加

度
制

」
）
明
説
ご
の
項

事
要
重

致
合

に
的

目
の

入
加

が
度

こ
る
い

て
し

一
日

山
口

養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一

済
制
度
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四

。 護
学
校
学
則
別
表
第
二
の
規
定
は

し
、
同
日
前
に
入
学
し
て
現
に
在

済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

」
」
を

。

」
に

間
期
入
加

」
を

認
確
を
容
内

の

間
期
入
加

ま
し
認
確
も

と

に
、

県
知
事

二

井

関

成

部
を
改
正
す
る
規
則

十
五
年
山
口
県
規
則
第
十
九
号
）

、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に

学
中
の
学
生
に
つ
い
て
は
、
な
お

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

四

の 入従す



平成 年 月 日 水曜日

考
備

山 口 県

加 心 加掛

報

づ

（号 外 ）
３

第

本
日

、
は

さ
き

大
の

紙
用

氏

日
月
年

生

者
入

規
業

工

名 な
が

り
ふ

日
入

日
月
年

生

者
害

障
身

）
日

生
発
力

効
の

等
入

加

間
期

付
納

金

身
心

県
口

山
、

は
た

な
あ

身
心

県
口

山
て

い

者
害

障日
月

年

共
養

扶
者

害
障名

氏
な

が
り

ふ

式
様

号

心
県

口
山 ）

係
関

条
４

第

格

年

日
月

年

。
る

す
と

４
列

ら
か
分

月
年

日
月

年

日
月

年

度
制

済
共

養
扶

氏
者

入
加

例
条

和
昭

い
て

し
入

加
に

度
制

済

年知
県

口
山

を
と

こ
る

済
共

養
扶

者
害

障
身

）
表

証
入

加
度

制

で
ま

分
月

）
号

３
第

例
条

県
口
山 名事

。
す

ま
し

証

基
に印

年
日
月
年

入
加

号
番

入
加

日
月

書

別
記
第
三
号
様
式
の
裏
の
３

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

い
つ

に
容
内
の

度
制
の
こ

度
制
済

共

て説
ご

の
項
事
要
重

別
記
第
四
号
様
式
の
表
を
次

中
「

月
の

そ

」
を
「

分
の

月
の

そ

。

申
の

入
加

が
者

入
加

、
は

し
認

確
を
」

）
明

時
み
込

。
い
さ

だ
く

て

の
よ
う
に
改
め
る
。

五

」
に
改
め
、
同
裏
中

を

と
し

た
し

領
受

に
養
扶

者
害
障

身
心

、



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 水曜日

考
備

山 口

加 心加

県 報

づ加

（号 外 ）
４

第

十
二
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

十
二
年
三
月
三
十
一
日
発
行

本
日

、
は

さ
き

大
の

紙
用

名
氏

日
月
年

生

規
業
工

な
が

り
ふ

日
入

日
月
年

生

者
害

障
身

）
日

生
発
力

効
の

等
入

加

間
期

付
納

金
掛

算

身
心

県
口

山
、

は
た

な
あ

身
心

県
口

山
て

い

者
害

障日
月

年

共
養

扶
者

害
障名

氏
な

が
り

ふ

者
入

式
様

号

心
県

口
山

）
係

関
条

４
第

身

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

格

年

日
月

年

。
る

す
と

４
列

ら
か
分

月
年

日
月

年

日
月

年

例
条

度
制

済
共

養
扶

和
昭

加
追

が
数

口
の

度
制

済

年知
県

口
山

い
て

れ
さ

制
済

共
養

扶
者

害
障

）
表

氏
者

入
加

加
追

数
口

度

県

庁
知
事

で
ま

分
月

に
）
号

３
第

例
条

県
口
山

。
す

ま
し

証
を

と
こ
る

基

事
印

年
日
月
年

入
加

号
番

入
加

日
月

名

書
証

別
記
第
四
号
様
式
の
裏
の
３

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

い
つ

に
容
内
の

度
制
の
こ

度
制
済

共

て説
ご

の
項
事
要
重

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二

中
「

月
の

そ

」
を
「

分
の

月
の

そ

。

申
の

入
加

が
者

入
加

、
は

し
認

確
を
」

）
明

時
み
込

。
い
さ

だ
く

て

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

」
に
改
め
、
同
裏
中

を

と
し

た
し

領
受

に
養
扶

者
害
障

身
心 六

、


